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平成２９年７月２１日 

 

市 民 の 皆 様 へ 

 

旭川市長 西 川 将 人 

 

 

「受益と負担の適正化」へ向けた取組指針(改訂版)(素案) 

に対する意見等の募集について 

 

現在，旭川市では，平成１７年２月に策定した『「受益と負担の適正化」へ向けた取組

指針』の改訂を検討しております。 

この取組指針の改訂版（素案）に対する意見提出手続（パブリックコメント）を実施し

ますので，ご意見やご提言をお寄せくださいますようお願い申し上げます。 

 

１ 意見募集期間 

平成２９年７月２１日（金）～ 平成２９年８月２１日（月） 

 

２ 意見募集のテーマ 

「受益と負担の適正化」へ向けた取組指針(改訂版)(素案)に対する意見，提言など 

 

３ 添付資料 

 ・意見提出手続用説明資料 

・「受益と負担の適正化」へ向けた取組指針(改訂版)(素案)の概要 

・「受益と負担の適正化」へ向けた取組指針(改訂版)(素案) 

・意見提出手続「意見書」 

 

４ 意見の提出先・お問合せ先 

〒０７０－８５２５ 

旭川市６条通９丁目総合庁舎９階 

旭川市総合政策部財政課 

電話：（０１６６）２５－５６７２  ＦＡＸ：（０１６６）２３－８２１７ 

電子メール：zaisei@city.asahikawa.lg.jp 

 

 



５ 意見の提出方法 

別紙『意見提出手続「意見書」』に，ご意見等を記入の上，次の方法でご提出くだ    

さい（使用できる言語は日本語のみとします）。 

 

(1) 郵送又は持参         ⇒ 〒０７０－８５２５ 

旭川市６条通９丁目総合庁舎９階 

旭川市総合政策部財政課 

(2) ファクシミリ送信       ⇒ （０１６６）２３－８２１７ 

(3) 電子メール（Ｅメール）送信  ⇒ zaisei@city.asahikawa.lg.jp 

※「意見書」の書式（電子データ）は，旭川市ホームページの意見提出手続の     

ページからダウンロードできます。 

(4) 電子申請 

※ 旭川市ホームページの意見提出手続のページから直接ご意見を送信すること 

ができます。 

(5）その他 

各支所（東部まちづくりセンターを含む），各公民館の窓口に設置する『意見  

書提出箱』に投函いただくこともできます。 

（各支所は出張所，各公民館は分館を除きます。） 

※ 投函の際は，「意見書」を封筒に入れたり，４つ折りの上ホチキス止めする   

など，表から氏名，住所等が見えないようお願いいたします。 

 

※「意見書」の様式を使用しないでご意見を提出するとき（任意様式の場合）は，   

次の項目も必ずご記載ください。 

(ｱ) 氏名・住所（法人その他の団体にあっては，名称，事務所又は事業所の   

所在地と代表者の氏名） 

(ｨ) 意見提出者の区分 ～ 「意見書」の裏面をご参照ください。 

(ｳ) 施策の案の名称 ～ 『「受益と負担の適正化」へ向けた取組指針(改訂

版)(素案)』と記載してください。 

 

６ 意見提出手続の結果について 

お寄せいただいたご意見と，ご意見に対する市の考え方は，取りまとめを終え次第，

公表いたします（氏名・住所等の個人情報は除きます）。 

公表に関する書類は，財政課(総合庁舎９階），市政情報コーナー(総合庁舎１階)，  

総合庁舎・第二庁舎・第三庁舎の各案内，各支所，各公民館，各住民センター・地区    

センター，東部まちづくりセンター，ときわ市民ホール，障害者福祉センター，総合体

育館，忠和公園体育館，市民文化会館，大雪クリスタルホールで配布する予定です。 

また，旭川市のホームページでもお知らせします。 

http://www.city.asahikawa.hokkaido.jp 

http://www.city.asahikawa.hokkaido.jp）

